
これを読んで２０秒！！                                      Ｎo.554 

 社 長 の た め の お 勉 強  

 

令和 2 年 10 月 15 日  
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2021 年度の固定資産税の減免 

 
 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対して

2021 年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。 

 

◆概要 

対象者 中小企業者等（資本金が 1 億円以下の法人） 

要件 ・令和 2 年 2 月から 10 月までの間の任意の連続する 3 ｹ月の売上が、

前年の同期間と比べて 30％以上減少 

・認定経営革新等支援機関等の確認を受けて、令和 3 年 1 月 1 日から

1 月 31 日までに各市町村に申告 

対象資産 事業用家屋・償却資産 （土地は対象外） 

適用年度 令和 3 年度分 

軽減額 減少比 30％以上 50％未満 ・・・ 2 分の 1 

減少比 50％以上      ・・・ 全額 

（※）申告期間が 1 ｹ月間と短く、税理士等の認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要が

あること等、他のコロナ関連の支援制度と要件が異なるため注意が必要です。 
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